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○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
原
子
力
防
災
管
理
者
の
通
報
義
務
等
）

第
十
条

原
子
力
防
災
管
理
者
は
、
原
子
力
事
業
所
の
区
域
の
境
界
付
近
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
以
上
の
放
射
線
量
が
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

検
出
さ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
象
の
発
生
に
つ
い
て
通
報
を
受
け
、
又
は
自
ら
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
内
閣
府
令
・
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
の
発
生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
府
令
・
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
）
及
び
原
子
力
事
業
者

防
災
業
務
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
、
所
在
都
道
府
県
知
事
、
所
在
市
町
村
長
並
び
に
関
係
周

辺
都
道
府
県
知
事
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
の
発
生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
並
び
に
当
該

事
象
が
発
生
し
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
）
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
在
都
道
府
県
知
事
及
び

関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
は
、
関
係
周
辺
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
放
射
線
測
定
設
備
そ
の
他
の
必
要
な
資
機
材
の
整
備
等
）

第
十
一
条

原
子
力
事
業
者
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
原
子
力
事
業
所
内
に
前
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
報
を

行
う
た
め
に
必
要
な
放
射
線
測
定
設
備
を
設
置
し
、
及
び
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

（
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
等
）

第
十
五
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
内
閣
総

理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
状
況
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
案
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
が
受
け
た
通
報
に
係
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
又
は
政
令
で
定
め
る
放

射
線
測
定
設
備
及
び
測
定
方
法
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
が
、
異
常
な
水
準
の
放
射
線
量
の
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
上
で
あ
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
場
合

２
～
４

（
略
）

第
三
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

（
略
）

二

第
十
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
違
反
し
て
通
報
し
な
か
っ
た
者

三
～
六

（
略
）
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○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
通
報
す
べ
き
事
象
）

第
四
条

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
一
時
間
当
た
り
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射
線
量
と
す
る
。

２

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
放
射
線
量
の
検
出
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
放
射
線
測
定
設
備
の
一
又
は
二
以
上
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
単
位
時
間
（
二
分
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量
を
測
定
し
一
時
間
当
た
り
の
数
値
に
換
算
し
て
得
た
数
値
が
、

前
項
の
放
射
線
量
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
点
検
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
当
該
数
値
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

当
該
数
値
が
一
地
点
の
み
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
場
合
（
検
出
さ
れ
た
時
間
が
十
分
間
未
満
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

二

当
該
数
値
が
落
雷
の
時
に
検
出
さ
れ
た
場
合

３

前
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
が
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
放
射
線
測
定
設
備
の
全
て
に
つ
い
て
第
一
項

の
放
射
線
量
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
放
射
線
測
定
設
備
の
一
又
は
二
以
上
に
つ
い
て
の
数
値
が
一
時
間
当
た
り
一
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
放
射
線
量
の
検
出
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
検
出
さ
れ

た
当
該
各
放
射
線
測
定
設
備
に
お
け
る
放
射
線
量
と
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
の
周
辺
に
お
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
測
定
し
た
中
性
子
線
の
放
射
線
量
と
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
象
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
以
上
の
放
射
線
量
が
第
二
項
又
は
前
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
検
出
さ
れ
た
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
転
を
通
常
の
中
性
子
吸
収
材
の
挿
入
に
よ
り
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
そ
の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
又
は
事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
特
性
ご
と
に
原
子
力
緊
急
事
態
に
至
る
可
能

性
の
あ
る
事
象
と
し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め

る
も
の

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
第
四
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
象

（
原
子
力
緊
急
事
態
）

第
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
放
射
線
測
定
設
備
は
、
所
在
都
道
府
県
知
事
又
は
関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
都
道
府
県
の
区

域
内
に
設
置
し
た
放
射
線
測
定
設
備
で
あ
っ
て
法
第
十
一
条
第
一
項
の
放
射
線
測
定
設
備
の
性
能
に
相
当
す
る
性
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
測
定
方
法
は
、
単
位
時
間
（
十
分
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
の
ガ
ン
マ
線
の
放
射
線
量
を
測
定
し
、

一
時
間
当
た
り
の
数
値
に
換
算
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
数
値
が
落
雷
の
時
に
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
数
値
は
検
出
さ
れ

な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
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放
射
線
量
と
す
る
。

一

第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
放
射
線
測
定
設
備
の
一
又
は
二
以
上

に
つ
い
て
の
数
値
が
一
時
間
当
た
り
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
放
射
線
測
定
設
備
に
お
け
る
放
射
線
量
と
第
四

条
第
三
項
に
規
定
す
る
中
性
子
線
の
放
射
線
量
と
を
合
計
し
て
得
ら
れ
る
放
射
線
量
）
又
は
第
一
項
の
放
射
線
測
定
設
備
及
び
前
項
の
測
定
方
法
に
よ
り

検
出
さ
れ
た
放
射
線
量

一
時
間
当
た
り
五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

二
・
三

（
略
）

４

法
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。一
～
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
非
常
用
の
中
性
子
吸
収
材
の
注
入
に
よ
っ
て
も
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
そ

の
他
の
原
子
炉
の
運
転
等
の
た
め
の
施
設
又
は
事
業
所
外
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
特
性
ご
と
に
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
と
し
て
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
・
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
も
の


